
４．文化芸術の振興に当たって留意すべき事項 資料６

・芸術選奨,文化庁映画賞，舞台芸術創作奨励賞
・地域文化功労者文部科学大臣表彰
・文化関係功労者顕彰
・文化関係者文部科学大臣表彰 等

・文化芸術懇談会の実施
・文化審議会におけるパブリックコメントの実施等
・芸術系大学長等と文化庁長官との懇談会 等

・部会報告「今後の舞台芸術創造活動の支援方策につ
いて（提言）」（１６年２月）
・文部科学省実績評価書,事業評価書の作成 等

・国際文化交流に関する関係省庁連絡会議の開催
・知的財産推進計画の策定
・「関西元気文化圏」の推進
・「丸の内元気文化プロジェクト」の推進 等

文化庁の主な取組文化庁の主な取組

(１)芸術家等の地位向上のための条件整備
・芸術家等や文化芸術団体等との連携
・創造活動のための諸条件の整備
・芸術家等に対する積極的な顕彰

(２)国民の意見等の把握・反映のための体制整備
・文化芸術振興のための基本的政策の形成,各施設等の
企画,実施評価等に際し，芸術家等や学識経験者，国民
の意見を把握・反映される体制を整備

(３)支援及び評価の充実
・文化芸術活動に対する支援は公正性・透明性を確保し,
適切な審査方法と評価に従い実施し，結果を公開
・評価方法につき，定量的評価と定性的評価による適切な
評価の確立
・支援の仕組み・方法等の在り方,多様な手法の活用
・公的支援を受ける芸術家等や文化芸術団体も,活動成果
等の国民への還元,情報公開，鑑賞者の拡大,効果的運営
に努力

(４)関係機関等の連携・協力
・関係府省間の密接な連携・協力体制の整備
・関係機関・地方公共団体・関係団体との連携


